
 
 
 
 
 

第７３回 新居浜市都市計画審議会 

議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
日    時 令和５年１月３１日（火）１４時から１４時５０分まで 

場    所 新居浜市役所 消防防災合同庁舎 ５階 災害対策室 
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定刻がまいりましたので、ただ今から、第７３回新居浜市都市計

画審議会を開催いたします。 

委員の皆様には、大変お忙しい中、ご出席いただきまして、誠に

ありがとうございます。 

当審議会の事務局を担当いたします、都市計画課長の町田でござ

います。よろしくお願いいたします。 

さて本日は、審議会委員の委嘱を行ってから、初めての会でござ

いますので、ご出席頂いております委員さんをご紹介させていただ

きます。 

新居浜市土地改良協議会 会長 髙橋征三（たはし せいぞう）

委員さんでございます。 

新居浜工業高等専門学校 校長 鈴木康司（すずき こうじ）委

員さんでございます。 

新居浜商工会議所 副会頭 白石誠一（しらいし せいいち）委

員さんでございます。 

新居浜市農業委員会 会長 藤田幸正（ふじた ゆきまさ）委員

さんでございます。 

愛媛県建築士会新居浜支部 支部長 宮﨑秀俊（みやざき ひで

とし）委員さんでございます。 

新居浜市市議会議員 近藤司（こんどう つかさ）委員さんでご

ざいます。 

新居浜市議会議員 伊藤優子（いとう ゆうこ）委員さんでござ

います。 

新居浜市議会議員 大條雅久（だいじょう まさひさ）委員さん

でございます。 

新居浜市議会議員 河内優子（かわうち ゆうこ）委員さんでご

ざいます。 

新居浜市議会議員 合田晋一郎（ごうだ しんいちろう）委員さ

んでございます。 

国土交通省四国地方整備局 松山河川国道事務所長 中屋正浩

（なかや まさひろ）委員さんでございます。 
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愛媛県東予地方局建設部長 福田英伸（ふくだ ひでのぶ）委員

さんでございます。 

新居浜市連合自治会 会長 坂上公三（さかうえ こうぞう）委

員さんでございます。 

新居浜市女性連合協議会 総務 頼木煕子（よりき てるこ）委

員さんでございます。 

市民公募委員 徳久晴彦（とくひさ はるひこ）委員さんでござ

います。 

ご紹介は以上でございます。 

 

本日、審議会委員 15 名の御出席をいただき、半数以上の出席が

ございますので、「新居浜市都市計画審議会条例第６条第２項」の

規定により、本会議が成立いたしますことをご報告いたします。 

 

また、この審議会は本市の審議会等の公開に関する要綱に基づき

まして、議事録を公開とするということが求められております。市

のホームページで会議の内容を公開することを予定しております

おで、御理解をいただきますようお願いいたします。 

また、本日の審議会の終了時刻は、15 時 30 分頃を予定しており

ますので、進行等にご協力をよろしくお願いいたします。 

なお委員の皆様には、新型コロナウイルス感染予防の趣旨をご理

解頂き、ご発言の際にもマスク着用にご協力をいただきますようお

願いいたします。 

次に、会議に入ります前に、資料の確認をさせていただきます。 

事前に送付させていただきました資料としまして、「次第」「委員

名簿」A３の全体図「資料－１」、「議案書」４の点、そして本日配布

させていただきました、「配席表」、「住民周知と意見要旨一覧」、「新

居浜市都市計画審議会条例及び施行規則」がございます。 

ご不足はありませんでしょうか。 

それでは、審議会開催にあたりまして、石川市長がご挨拶申し上

げます。 
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事務局 

 

 

 

 

はい、改めまして皆様、こんにちは。 

新居浜市都市計画審議会開催に当たりまして、一言ご挨拶を申し

上げます。 

本日は大変お忙しい中、皆様方にはご出席いただきまして、誠に

ありがとうございます。また皆様方には、日頃から都市計画行政の

推進はもとより、市政全般にわたり多大なご理解、ご協力を賜って

おりますこと、心から感謝申し上げます。 

またこの度、都市計画審議会委員の就任をご快諾頂きましたこ

と、重ねて厚く御礼を申し上げます。 

 

さて、本市が目指すまちづくりにおきましては、近年の急速な人

口減少や少子高齢化の対応に加え、新型コロナウイルス感染症によ

る地域経済の活性化施策や、或いは既存の社会基盤施設の維持・更

新等に係る財源確保が大変厳しい大きな問題となっております。 

まさに国難とも言える大きな時代の転換期を迎え、これからはよ

り一層コンパクトで魅力と活力のある持続可能な都市づくりに向

けた取組を推進して行く事が、喫緊の課題となっております。 

 

本日は、都市の骨格を形成する都市計画道路の見直しに関する案

件を中心に、ご審議をいただきたいと考えております。これからの

持続可能なまちづくりに直結する重要な計画を見直す案件でござ

いますので、委員の皆様方には、忌憚のない活発なご意見を賜りま

すようお願い申し上げまして、私からの挨拶とさせていただきま

す。 

どうかよろしくお願い致します。 

 

ありがとうございました。 

それでは、議事に移らさせていただきます。 

本日は、新しく任期がはじまりました最初の会ですので、会長の

選出を行いたいと存じます。なお、会長の選出は、審議会条例第５

条第２項の規定により、第３条第１項第１号に規定する委員、つま
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委員 

 

事務局 

 

 

藤田委員 

 

 

事務局 

 

 

委員 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

鈴木会長 

 

 

事務局 

り、学識経験のある委員の中から、委員の選挙によって、これを定

める事となっております。 

学識経験のある委員は、お手元にお配りしております「審議会委

員名簿」に挙げておりますとおり、５名の委員さんでございます。 

選出方法につきましては、委員からのご推挙により選任されてお

りますが、よろしいでしょうか。 

  

異議なし 

 

ありがとうございます。 

それでは、どなたか会長のご推薦をお願いいたします。 

 

新居浜工業高専専門学校の校長先生であるの鈴木委員さんにお

願いしたいと思いますが。 

 

ただ今、鈴木委員さんのご推薦がありましたが、委員の皆様、い

かがでしょうか。 

 

拍手 

 

ありがとうございます。 

それでは、鈴木委員さんに会長をお願いします。 

鈴木委員さんは、会長席へお移り頂きたいと存じます。 

 

ここで、新会長に選任されました、鈴木会長様より一言ご挨拶を

頂戴したいと思います。 

 

はい、本会会長のご推薦をいただきありがとうございます。こち

らの任務を全うしていきたいと存じます。 

 

ありがとうございました。 



- 5 - 
 

 

 

 

 

 

鈴木会長 

 

 

 

 

 

 

 

市長 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

続きまして、会長職務代理の指名でございます。 

都市計画審議会条例第５条第４項の規定に基づき、会長職務代理

は、会長が指名することとなっております。 

鈴木会長、会長職務代理者のご指名をお願いいたします。 

 

商工会議所副会頭の白石委員さんにお願いしたいと思います。 

 

ありがとうございます。 白石委員さん、よろしくお願いいたし

ます。 

次に、新居浜市都市計画審議会条例第２条の規定により、市長よ

り審議会への諮問がございます。 

石川市長、よろしくお願いいたします。 

 

新居浜市都市計画審議会条例第２条の規定により、次のとおり諮

問いたしますので、よろしくお願いいたします。 

議案第１４４号 新居浜市都市計画道路の変更案について 

議案第１４５ 新居浜市都市計画道路の変更案に対する意見につ

いて 

議案第１４６号 新居浜バイパス線の変更に対する意見について 

 以上でございます。どうかよろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございました。誠に申し訳ございませんが、石川市長

には公務の為、ここで退席させていただきますので、ご了承いただ

きたいと思います。 

 

【石川市長 退席】 

 

それでは、新居浜市都市計画審議会条例第５条第３項の規定によ

り、会議の議長は会長が務める事となっております。 

鈴木会長、よろしくお願いいたします。 
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それでは、次第にそって議事進行をさせていただきます。 

はじめに審議会に先立ちまして、新居浜市都市計画審議会施行規

則第７条に基づき、私の方から本日の会議の議事録に署名をいただ

く方を指名させていただきます。 

 髙橋征三（たかはし せいぞう）委員さん、徳久晴彦（とくひ

さ はるひこ）委員さんにお願いいたします。よろしいでしょうか。 

 

では、どうぞよろしくお願いします。 

 

 それでは、新居浜市から諮問を受けております３議案につきま

して、委員の皆様に、ご意見、ご審議をいただきたいと思います、 

なお、議案第１４４号新居浜市都市計画道路の変更案と議案第１

４５号新居浜都市計画道路の変更に対する意見、議案第１４６号新

居浜バイパス線の変更に帯する意見の３議案につきましては、いず

れも関連性がございますので、事務局から一括した説明のあと、審

議させていただきます。 

 それでは、事務局から説明をお願いいたします。 

 

 それでは、議案第１４４号、議案第１４５号について説明をい

たします。 

本議案は、都市計画道路網の見直しに関し変更をしようとする路

線の案についてのものでございまして、関連がありますので続けて

ご説明をさせていただきます。 

議案書につきましては、議案第１４４号につきましては 1 ペー

ジ、２ページ目に、「計画書」と「理由書」を、３ページ目の A3 都

市計画総括図に変更対象路線を赤線で、廃止路線を黄色線で示して

おります。さらに、４ページ、5ページ目は、1／２５００の計画図

であり、今回変更路線となる一部の路線のものを抽出させていただ

いております。 

議案第１４５号につきましても、同様に１ページ目に計画書、２

ページ目に変更対象路線を示しております都市計画総括図、そして
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３ページ以降に、変更路線であります宇高西筋線を抽出させていた

だきまして、その１／２５００計画図となっております。 

それでは、変更案の説明の前に少し、都市計画道路について説明

をさせていただきます。 

都市計画道路は、健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動を

保持するために、都市の基盤として都市計画法に基づき都市計画決

定された道路でございます。  

その機能としまして、移動を確保する「交通機能」、都市構造を形

成し街区を構成する「市街地形成機能」、上・下水道、電気、電話な

どの収容空間を確保する「空間機能」といった多様な役割を有して

います。 

新居浜市において計画決定されている都市計画道路は、２６路線

ございます。幹線街路２６路線の整備状況でございますが、総延長

は９１．３２㎞であり、このうち、令和４年 3月３１日現在におけ

る改良済延長が 5５.６２３㎞、改良率としては、60.９％となって

おります。 

社会経済情勢の変化に対応し、今後の目指すべき都市構造を実現

して行くためにも、都市計画道路の必要性を見直す必要がありま

す。 

そこで、愛媛県が作成しております「愛媛県都市計画道路見直し

ガイドライン」を基に、令和 3年度に必要性について検証いたしま

して、都市計画道路網の見直しを行いました。 

 本市の都市計画道路の幹線道路は２６路線ございますが、その

内、「整備済み」の６路線と「事業中により完成が予定されている」

２路線を除いた１８路線が、今回の見直し対象路線となっておりま

す。  

前画面をご覧ください。見直し検証フローでございます。 

抽出いたしました見直し対象の１８路線について、段階的に検証

を実施しました。 

最初に、必要性の有無を検証し、無ければ廃止候補路線へ、必要

性がある路線は次のステップとして、代替路線の有無を検証し、代
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替路線があれば廃止候補路線へ、代替路線が無い路線は、最終ステ

ップとして、事業の実現性の検証をし、支障が無ければ存続、構造

等の変更要素が生じる場合は、存続（変更）路線というように、１

８路線について、検証を基に方針の位置づけをしました。 

必要性を検証した結果は、全画面の図のとおりとなりました。 

黒色で着色している道路が、整備済み・事業中です。 

青色が存続、紫色が変更して存続、赤色が廃止路線でございま

す。 

この方針案につきましては、令和３年度に地域住民の皆様へ説明

会を開催いたしまして、合意形成を図りました。 

今回路線の見直し方針は決定いたしましたが、新たな道路網を形

成していく為には、都市計画法に基づく計画変更が必要となってき

ます。そこで先ほどの見直し方針結果に基づき、今回、都市計画決

定の手続きを行う、廃止路線、変更路線を決定いたしました。 

配布させていただいております、資料１をご覧下さい 

廃止路線につきましては、赤で表記しております。形状変更を伴

う路線につきましては、青で標記しております。 

それでは、議案第１４４号新居浜都市計画道路の変更について説

明を致します。 

 

本案件は、新居浜市決定の都市計画道路の変更理由といたしまし

て、近年の少子高齢化社会の進行、厳しい財政状況や都市を取り巻

く環境など社会経済情勢の変化に伴い、都市計画道路がもたらす役

割についても変化が生じてきており、まちづくりの方向性も人口減

少を踏まえたかたちへ変化しております。 

 そこで、このような社会経済情勢への変化に柔軟に対応し、将

来のまちづくりと整合した新たな都市計画道路網を構築するため、 

新居浜市都市計画道路網の必要性等の検証を行った結果、効果・効

率的な道路整備を推進していくため、変更をしようとするものでご

ざいます。 

議案書１４４号１、２ページに変更となる路線の計画内容、そし
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て２ページ目の下段に変更理由を記載しております。 

  

それでは、変更となる路線を順にご説明いたします。 

前方の画面をご覧ください。 

 

黄色着色をしております箇所は、３・６・１９沢津桜木線でござ

います。愛媛労災病院の東方面、東西線であります、港町松神子線

から市役所通りまでを全線廃止いたします。 

続きまして、川西地区でございます。 

住友化学大江工場入口から高木庄内線までの３・５・１３大江橋

高木線、イオンの南端から高専の南をとおり、南中学校の北側付近

までの３・６・２３前田庄内線は、全線廃止でございます。 

またこの２路線の廃止に伴いまして、３・５・１６河内町港町線、

３・４・４西町中村線、３・５・１２新居浜駅菊本線と交差する箇

所につきましては、交差点の計画が変更となります。 

次に、３・６・２２西原松神子線の西の端でございます、住友金

属鉱山の工場内に位置づけられております一部分につきましても、

廃止いたします 

上部地区でございます。 

国道１１号から南側へ、久保池までの３・４・７岸ノ下旦の上線

を全線廃止いたします。   

また３・４・７岸の下旦の上線の廃止に伴いまして、３・４・１

１上部東西線との交差点につきましても変更をいたします。 

続きまして、西側に行きましたところ、３・４・４西町中村線の

うち３・４・１１上部東西線から南側、広瀬公園までの一部を廃止

します。 

次に３・４・８平形外山線でございます。 

県道からＪＲの線路を超えて、南の国道１１号までを廃止いたし

ます。 

さらに、３・４・１０下泉中村松木線のうち楠中央通りから西方

向の１１号バイパスまでと国領髙木線から東方向の平形外山線ま
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での２箇所について廃止を致します。 

また、廃止に伴い起終点が変更となりますので、名称を「坂井松

木線」へと変更します。 

さらに、「駅裏中筋線」の名称を「駅南中筋線」へ変更いたしま

す。 

議案書第１４４号の４ページをご覧ください。 

３・４・８平形外山線につきましては、先ほど説明したように、

県道から南側を廃止いたしますので、３・４・６駅前郷線との平面

交差となります。よって平形外山線と駅前郷線と共に、交差点の形

状が変更となります。また、路線の終点の変更となりますことから、

名称が、「３・４・８平形庄内線」へ変わります。 

 

３・５・５新田高木線でございます。議案書第１４４号の５ペー

ジ目でございます。 

新田髙木線につきましては、工場前へつながる一部分のみ、黄色

部分を廃止して、赤色着色をしています現道への法線変更をいたし

ます。 

 以上が議案第１４４号に関する新居浜市決定の変更路線でござ

います。 

 

続きまして、議案第１４５号 愛媛県決定に関する都市計画道路

でございます。 

議案第１４５号の１ページ目をご覧ください。 

愛媛県決定に関する都市計画道路の計画書と理由でございます。 

変更理由といたしましては、社会経済情勢への変化に柔軟に対応

し、将来のまちづくりと整合した新たな都市計画道路網を構築する

ため、都市計画道路網の必要性等の検証を行った結果、効果・効率

的な道路整備を推進していくため、変更をしようとするものでござ

います。 

議案書第１４５号の２ページ目をご覧ください。 

道路網の必要性等の検証結果により、変更をする路線を赤線にて
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示しております。それでは、順に説明をいたします。 

前画面をご覧ください。 

３・４・５磯浦阿島線でございます。市役所前の路線となります。 

議案第１４４号で説明をいたしまいた、３・５・１３大江橋高木

線、３・６・１９沢津桜木線の廃止に伴いまして、交差点の形状が

変更となり、すみ切り部を廃止するものでございます。 

続きまして、３・４・６駅前郷線でございます。 

議案書第１４４号で説明をいたしました３・４・８平形外山線の

平面交差への変更に伴い、交差点のすみ切り形状が変更となるもの

でございます。 

３・６・２５上泉萩生線でございます。 

東予広域都市計画決定から新居浜都市計画決定へ変更いたしま

す。なお、形状等の変更はございません。 

３・４・２０宇高西筋線でございます。 

議案書第１４５号の３ページ、４ページをご覧ください。 

議案書第１４５号３ページ目の計画図にございます黄色着色を

しております昭和通りから北側について廃止いたします。 

議案書第１４５号４ページ目に続きます、港町松神子線から南側

の赤色着色部ですが、道路構造令との整合を図りまして、幅員の見

直しをおこないました。 

赤色着色しているところが、今回幅員が広がるところとなりま

す。 

 次に変更となる道路の構成についてでございます。 

宇高西筋線は、現行の幅員は１１ｍで計画されております。計画

交通量は、７０００台／日で、道路の種別は４種２級となります。 

よって、道路構造令と整合を図った結果、車線数を２、車幅を３

ｍ、停車帯、歩道を設けた幅員は、Ｗ＝１６ｍの下図の様な構成と

なります。 

議案第１４５号に関する愛媛県決定の変更路線については、以上

でございます。 
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続きまして、議案第１４６号 新居浜バイパス線の変更でござい

ます。 

新居浜バイパス線は、新居浜市大生院字広坪を起点とし、船木字

下長野を終点とする延長９８４０m の幹線道路でございまして、新

居浜市における交通ネットワークの骨格となる重要路線でござい

ます。 

議案第１４６号の１ページ目に計画書、２ページ目に変更理由を

記載しております。 

議案書３ページ目は、都市計画総括図に新居浜バイパス線を赤字

記載しております。 

議案書４ページ目以降からは、変更いたします箇所の計画図とな

ります。 

それでは、変更内容について順に説明をいたします。前方画面を

ご覧ください。 

新居浜バイパス線は、昭和６０年に都市計画決定され、順次事業

を進めており、今回変更する区間は、郷桧の端線との交差点から終

点の船木字長野までの L=２．３km の区間において、都市計画決定

の変更を行おうとするものでございます。 

まず、１点目と致しまして道路区分の変更でございます。 

都市計画決定時における道路区分は、都市部の第４種１級でござ

いましたが、現在の土地利用を勘案致しまして、地方部の第３種２

級へと見直しを行うものでございます。 

続いて２点目といたしまして、道路区分の変更に伴う道路幅員の

変更でございます。 

現行は、３．５ｍの車道、３．０ｍの中央帯、それぞれ１．５ｍ

の停車帯と植樹帯、そして３．５ｍの自歩道で構成された３０ｍの

道路幅員ですが、道路区分の変更に伴い道路構造令との整合を図り

まして、中央帯が３．０ｍから１．７５ｍへ、植樹帯１．５m は無

くなり、停車帯が１．５m から０．７５m の路肩へと変更となりま

して、道路幅員が２４．２５mへ変更いたします。 

3 点目の変更といたしまして、法面形状の変更でございます。 
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変更する箇所は赤枠線の法面部となります。 

議案書第１４６号の５ページ目となります。 

対象区間の地質調査を行いましたところ、当初の計画区域の範囲

内では、切り土の法面が収まらない事が判明致しましたので、赤線

部分につきまして追加修正を行うものでございます。 

４点目、５点目の変更でございます。 

終点部付近の道路形状等の変更でございます。 

国道 11 号線への接続につきまして、現行計画では交差角度を５

１度で接続するものでございましたが、交差点を直角で接続するよ

うに変更する事と、現道の取付位置を松山側である西方向へ変更す

るものでございます。 

続きまして、都市計画決定変更の事務手続きでございます。 

まず変更素案を作成いたしまして、令和４年９月１２日から変更

路線のある１１校区と市役所におきまして、説明会を開催いたしま

した。 

開催結果につきましては、お配りしております、(資料)住民説明

とその結果をご覧ください。 

全会場で延べ６１名の方に参加していただきました。 

住民説明会で変更素案に対して概ね御理解を得られましたので、

市原案を作成し、愛媛県土木部と協議を整えまして、令和５年１月

１０日から２４日までの２週間、市役所都市計画課と愛媛県都市計

画課において、案の縦覧を行いました。 

縦覧者は、新居浜市分で４名、愛媛県分で３名、新居浜バイパス

線について２名の方に縦覧していただきまして、その際、新居浜市

へ提出されたご意見は１件ございました。 

お示ししておりますように、変更案に対して肯定的なご意見を頂

戴したものでございました。 

その案を持ちまして、今審議会にてご審議いただくものでござい

ます。 

審議結果をもちまして、新居浜市決定分につきましては、知事協

議にて同意を得られましたら、令和５年３月の都市計画変更となり
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鈴木会長 

 

 

 

 

 

大條委員 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

ます。 

愛媛県決定分につきましては、本審議会での意見をもって案につ

いて、愛媛県審議会にてご審議いただき、その後、令和５年３月中

での計画変更を目指しております。 

また、新居浜バイパス線につきましては、国土交通大臣の同意を

もって変更となりますので、令和５年４月頃の計画変更となりま

す。 

手続きについては以上でございます。 

議案第１４４号、議案第１４５号、議案第１４６号及び事務手続

きに関しての説明は以上でございます。 

 

 

 ありがとうございました。 

ただ今、事務局から議案の説明がありましたが、議案第１４４号、

議案第１４５号、第１４６号に関しまして、ご質問、ご意見等をお

願いいたします。 

 はい、お願いいたします。 

 

議案第１４４号について教えていただきたい。３・６・１７駅南

中筋線は、名称の変更のみという事であるが、議案書１４４号―２

で、地表式の区間における鉄道等との交差の構造で、幹線街路新居

浜バイパス線と立体交差ってなっているが、イメージがわかなく

て、これは立体交差する計画のままということですか。 

 

はい、ご質問は、駅南中筋線が新居浜バイパス線と立体交差をす

るか、という事であるかと思います。 

計画上は、立体交差をする事となっております。現在は平面で公

差しておりまして、バイパス線の幅員が大分広く、中央分離帯が広

い状態で残っているかと思われます。 

今は平面ですが、都市計画決定上は、バイパスが上を通り高架す

るようになるというのが計画決定内容でございますので、結果、立
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大條委員 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

大條委員 

 

 

事務局 

 

大條委員 

 

事務局 

 

 

 

鈴木会長 

 

近藤委員 

 

 

 

 

事務局 

体交差をする事になります。 

 

西側については既に平面という事になっているかと思うが、見て

いて平面交差で、もう終わっているという印象であった。これから

立体にするという事だが、計画にあるという事よりも立体交差が必

要なのか。 

 

計画決定上、駅裏中筋線と堺筋である楠中央通りについては、バ

イパスが立体交差をする計画になっておりまして、その実施に当た

っては、現在はバイパス線の工事中で有りますので、全体の交通量

等を見ながら、順次行っていくのではないかと考えております。 

 

堺筋との立体交差は無くなったように記憶をしていたのですが、

未だ残っているのですね、二箇所とも。 

 

はい、都市計画上の計画というのは残っております。 

 

計画を残す必要が現時点であるということですか。 

 

実施に当たっては、交通量等の検討が必要であるとは考えており

ますが、現時点におきましては、計画は必要であると考えておりま

す。 

 

他のご意見ございましたら、お願いいたします。はい。 

 

宇高西筋線ですが、変更区間が真っ直ぐな路線となっております

が、現在は、高津小学校まで工事中と思われるが、そこから南側の

磯浦阿島線までが真っ直ぐな道路として繋がっていないが、今回、

どのような形に変更されるのでしょうか。 

 

今回の変更は、幅員の変更となっております。おっしゃられたと
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近藤委員 

 

 

事務局 

 

鈴木会長 

 

福田委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おり、高津小学校から南側については、現道が東に膨らんだような

形でございます。計画では、この現道よりも西側に真っ直ぐな道路

が出来るということであり、さらに、今回その計画路線の幅員の変

更をするという事でございます。 

 

幅員のみの変更という事で、コースの変更はないという事でしょ

うか。 

 

はい、そうです。今回は幅員の変更だけです。 

 

よろしいでしょうか。それでは、福田委員。 

 

二点ほど質問というか確認したいことがあります。 

資料１の図面を見ますと、まず１つ目が坂井松木線についてです

が、都市計画道路の廃止等の見直しに関しましては、道路のネット

ワークの整合性を踏まえる必要があると思っておりますが、この坂

井松木線につきましては、駅南中筋線に接続する一部の区間を残し

て、前後の区間を廃止する事となっております。 

特に起点側につきましては、接続する道路のネットワークである

とか、道路の接続状況がどのようになっているのか、というのを確

認させていただきたいということと、もう一つが、県決定にはなる

のですが、３・４・２０宇高西筋線という都市計画道路があります

が、一般的に、今後整備されて、幹線道路の沿道につきましては、

開発が進んでいって、将来的に土地利用形態も変わってくると思い

ますが、今回の変更案に関連する事かと思われますが、今後、２車

線で整備をしていき、新居浜市の臨海地域と内陸の工業地域そし

て、新居浜インターチェンジを結ぶような地域の主要な幹線道路と

なっていくと思われますが、宇高西筋線の沿線の土地利用規制とい

うのは、今度どのように考えられているのか、という事を教えてい

ただきたい。 
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事務局 

 

 

 

 

 

鈴木会長 

 

 

 

 

はい、１点目の坂井松木線の、特に起点部分におけるネットワー

クの考え方につきましては、商業高校がある所になります。その商

業高校の所には都市計画道路はございませんが、県道国領高木線が

ございます。２車線確保されている県道と接続をしておりますの

で、都市計画道路では無いのですが、県道の接続により道路のネッ

トワークを確保していると考えております。 

２点目の宇高西筋線の沿道の土地利用につきましては、確かに、

道路が出来ますと、沿線の土地利用がし易い状況となりますが、今

回の宇高西筋線の沿線の土地利用の変更につきましては、現段階に

おきましては、行わない、という様に考えております。以上でござ

います。 

 

よろしいでしょうか。 

他にご質問等はございませんでしょうか。 

 

それでは少し教えていただきたいのですが、最初に出たご質問の

中で、立体交差をする、しないというのは、このバイパスが開通す

るとかなり道路の利用状況による交通量が変わるということから

ですかね。 

 

はい、交通量も変わりますし、特に交差する道路である楠中央通

りが片側２車線の全体４車線であり、交差点もかなり広いというこ

ともありますので、交通量であったり車線数であったりを勘案しな

がら、立体交差であるということを今の計画では考えている、とい

うことでございます。 

 

はい、よくわかりました。 

他の委員さんから、ご質問はございませんか。 

それでは、概ね意見も出尽くしたようですので、お諮りします。 

まず、議案第１４４号新居浜市都市計画道路の変更案について、

諮問案のとおり承認してよろしいでしょうか。 
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鈴木会長 

 

 

 

承認することに賛成の委員の皆様は、挙手をお願いいたします。 

 

【賛成者 全員挙手】 

 

はい、ありがとうございました。全会一致で、ご賛同いただけま

したので、議案第１４４号につきましては諮問案のとおり、承認す

ることで答申いたします。 

続きまして、議案第１４５号新居浜都市計画道路の変更に対する

意見について でございます。愛媛県決定分でございますが、新居

浜市都市計画審議会としては、「意見なし」と回答させていただい

てよろしいでしょうか。 

「意見なし」で回答させていただくことに賛成の委員の皆様は、

挙手をお願いいたします。 

 

【賛成者 全員挙手】 

 

はい、ありがとうございました。 

賛成全会一致で、ご賛同いただけましたので、議案第１４５号に

つきまして、「意見無し」と回答いたします。 

最後に、議案第１４６号新居浜バイパス線の変更に対する意見に

ついて でございます。 

「意見なし」と回答させていただいて、よろしいでしょうか。 

「意見なし」で回答させていただくことに賛成の委員の皆様は、

挙手をお願いいたします。 

 

【賛成者 全員挙手】 

 

はい、ありがとうございました。 

賛成全会一致で、ご賛同いただけましたので、議案第１４６号に

つきまして、「意見無し」と回答いたします。 

本日の議事は以上となります。皆さま、ありがとうございました。
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それでは、事務局、よろしくお願いいたします。 

 

はい、鈴木会長ありがとうございました。 

委員の皆様からも貴重なご意見をいただきまして、誠にありがと

うございます。 

それでは今後のスケジュールについて、再度、ご説明させていた

だきます。 

 議案第１４４号の新居浜市決定分につきましては、令和５年３月

中の都市計画決定の告示を目指して進めてまいります。 

議案第１４５号の愛媛県決定分につきましては、愛媛県都市計画

審議会の議決を経て、令和５年３月頃の都市計画決定の告示となる

予定でございます。 

 新居浜バイパス線の変更案につきましては、愛媛県都市計画審

議会での議決後、国土交通大臣の同意を経まして、令和５年４月頃

の都市計画決定変更告示となる予定でございます。 

 事務局からは、以上でございます。 

これを持ちまして、第７３回新居浜市都市計画審議会を終了させ

ていただきます。 

 本日は、お忙しい中誠にありがとうございました。 


